
　　　　　　　　　主　　　　文

１　原判決中，上告人の敗訴部分を破棄する。

２　第１審判決中，上告人の檀信徒総会における被上告人を責任役員及び代表役員

から解任する旨の決議が存在しないことを確認する部分及び上告人の責任役員会に

おけるＤを責任役員及び代表役員に選任する旨の決議が存在しないことを確認する

部分をいずれも取り消し，上記各部分に係る訴えをいずれも却下する。

３　被上告人が上告人に対し上告人の檀信徒総会におけるＤを責任役員及び代表役

員に選任する旨の決議が存在しないことの確認を求める部分につき，本件を大阪高

等裁判所に差し戻す。

４　第２項に関する訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

  上告代理人別城信太郎，同長野真一郎の上告受理申立て理由について

　１　原審の確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。

　(1) 

上告人は，肩書住所地に主たる事務所を置き，礼拝施設であるＡ１寺を維持，運用

する宗教法人である。

　上告人は，昭和３７年７月２５日に設立の登記がされたものであるが，当時の上

告人の代表役員はＥであり，上告人の責任役員はＥ，その子であるＦ及び妻である

Ｇであった。

　上告人には，いわゆる檀家はなく，信者すなわちＡ１寺を心のよりどころとして

参拝する者が檀信徒となる。

　(2)　上告人においては，宗教法人法（以下「法」という。）に基づいて宗教法

人Ａ１寺規則（以下「本件規則」という。）が定められているが，本件規則には，

次のような定めがある。

- 1 -



５条　この法人には，３人の責任役員を置き，そのうち１人を代表役員とする。

６条　代表役員を「住職」といい，その他の責任役員を「信徒総代」という。

７条　代表役員は徳識兼備の教師であるものとし，檀信徒中より檀信徒総会で選定

し，責任役員の議決をもって定める。

　　②　責任役員は檀信徒中より檀信徒総会で選定し，代表役員が任命する。

　11条　左の各号の１に該当するときは，代務者を置かなければならない。

　1.

責任役員が死亡，辞任，任期満了，その他の事由によって欠けた場合において，速

やかにその後任者を選ぶことができないとき

　2.

代表役員又は責任役員が病気，旅行その他の事由によって，３月以上その職務を行

うことができないとき　

12条 

代表役員の代務者は，前条第１号に該当するときは，檀信徒のうちから，檀信徒総

会において選定の上，責任役員の議決をもって定め，同条第２号に該当するときは

，檀信徒のうちから，檀信徒総会において選任する。 　

　　②　代表役員以外の責任役員の代務者は，檀信徒のうちから，代表役員又は代

務者が任命する。

15条　代表役員は，この法人と利益が相反する事項については，代表権を有しない。

この場合においては，檀信徒のうちから，檀信徒総会において，仮代表役員を選定

しなければならない。

　　②　責任役員は，その責任役員と特別の利害関係がある事項については，議決

権を有しない。この場合においては，檀信徒のうちから，檀信徒総会において，そ

の議決権を有しない責任役員の員数だけ，仮責任役員を選定しなければならない。
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　(3)　被上告人は，昭和５０年代後半ころ，Ａ１寺に出入りするようになり，昭

和６１年１２月２４日，同月１日付けで被上告人が上告人の代表役員に就任した旨

の登記がされた。しかし，被上告人は，檀信徒総会において代表役員に選定された

ことはない。

　(4)　Ｅは，平成元年に死亡した。その後，上告人は，代表役員を欠いた状態と

なり，Ｅの後妻であるＨを中心に，檀信徒により運営されていた。Ｆは，檀信徒か

ら必ずしも十分な信頼を得ていたとはいえなかったこともあり，上告人の代表役員

にはならなかった。そして，Ａ１寺における年中行事には，その都度何人かの僧侶

が順番で来て経を唱えるなどしており，その僧侶の手配は，Ｈが中心となって行っ

た。

　(5)　Ｈは，平成７年前後ころ，病気で入院した。その後，被上告人は，上告人

の住職（代表役員）と称するようになった。

　(6)　平成８年当時，ＦがＡ１寺本堂の奥の部屋に居住していたことから，檀信

徒であるＩは，被上告人と共に，同年３月，長野真一郎弁護士に対し，ＦにＡ１寺

からの退去を求める法的手続を依頼した。これに対し，Ｆは，代理人として岡田和

義弁護士を選任したため，長野弁護士と岡田弁護士を通じて，被上告人・Ｉ側とＦ

との話合いが行われた。

　その結果，Ｆの親族が長年居住してきた大阪市ａ区所在の上告人名義の建物につ

いて，Ｆの所有であることを確認し，同人への所有権移転登記をする代わりに，Ｆ

はＡ１寺から退去してＡ１寺を上告人に明け渡す方向で解決することになった。

　しかし，上記ａ区所在の建物の所有権移転登記手続は，法２３条及び本件規則に

より，上告人の檀信徒総会の決議とそれに基づく公告を必要としたため，上告人の

檀信徒名簿を整備する必要が生じた。

　そこで，岡田弁護士から長野弁護士あてに乙７号証の檀信徒名簿がファクシミリ
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送信され，これに被上告人・Ｉ側で作成した檀信徒名簿を併せて，乙３号証の檀信

徒名簿が出来上がった。

　そして，Ｆの妻であるＪは，同年１２月，上告人の預金通帳をＩに渡した。以後

，Ｉは，上告人の会計を担当するようになった。

　(7)　Ｉは，平成１０年４月ころ，ｂ本山で得度受戒後，ｂにある寺院などで僧

侶として勤めていたＤに対し，Ａ１寺が大変なことになっており，被上告人にＡ１

寺を任せておけないので，Ａ１寺の住職（代表役員）になってほしいと依頼した。

　(8)　同年７月１２日，大阪市ｃ区ｄ所在のｅ館集会場において，被上告人が招

集した「Ａ１寺檀信徒総会」と称する集会（以下，この集会を「被上告人招集集会」

という。）が開かれた。

　被上告人招集集会では，被上告人が今後も引き続き上告人の代表役員であること

，Ｉを責任役員から，Ｋを責任役員代務者から，それぞれ解任し，新たに責任役員

としてＬ及びＭを選任することが異議なく了承された。

　被上告人招集集会は，甲１６号証の檀信徒名簿記載の１６９名を檀信徒として開

催されたものであるが，乙３号証の檀信徒名簿及び同檀信徒名簿に若干の修正を加

えられた乙４号証の檀信徒名簿（以下「本件檀信徒名簿」という。）が信用性を肯

定できるのに対して，甲１６号証の檀信徒名簿は，乙３号証の檀信徒名簿と比べて

内容が大幅に異なるものである上，平成１０年になって作成されたものであって，

信用性は低い。

　したがって，被上告人招集集会は有効な檀信徒総会といえず，その決議も効力が

ない。　　

　(9)　同年８月３日，責任役員Ｉ及び責任役員代務者Ｋ名義による同月１０日開

催の檀信徒総会（以下「本件檀信徒総会｣という。）の招集通知（以下「本件招集

通知」という。）が，両名から本件檀信徒名簿記載の檀信徒に対して発送された。
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本件檀信徒名簿には，被上告人を含めて７３名が檀信徒として記載されていた。ま

た，本件招集通知には，議案として，「１．仮代表役員，仮責任役員選定の件　２

．代表役員解任の件　３．代表役員選定の件」と記載されていた。

　その当時，本件檀信徒名簿に記載されていた７３名の者が実際に上告人の檀信徒

であった。 

　(10)　同月１０日午前１１時，Ａ１寺本堂において，本件檀信徒総会が開かれた。

出席檀信徒数は５２名（委任状出席を含む。）であり，被上告人は出席していなか

った。

　本件檀信徒総会においては，Ｉが議長を務め，１号議案（仮代表役員，仮責任役

員選定の件）について，｢２号議案において代表役員解任の件が上程されるが，こ

の解任の件について，責任役員兼代表役員である被上告人は，上告人と利益が相反

し，また，特別の利害関係がある。そこで，本件規則１５条により，仮代表役員と

仮責任役員を選定してもらいたい。」旨述べた。そして，出席檀信徒の過半数をも

って，仮代表役員にＩを，仮責任役員にＯを選定することが可決承認された。Ｉは

，仮代表役員に選定された後，仮代表役員として，本件檀信徒総会の招集行為を追

認した。

　次に，２号議案（被上告人解任の件）について，出席檀信徒の過半数をもって，

被上告人を責任役員及び代表役員から解任することが可決承認され，最後に，３号

議案（代表役員選定の件）について，出席檀信徒の過半数をもって，Ｄを上告人の

責任役員及び代表役員に選定することが可決承認された（法１８条１項により，代

表役員は責任役員の中から選ばれることになっているので，代表役員の選定は，責

任役員の選定を伴った。）。

　そして，本件檀信徒総会は，同日午前１１時１５分に閉会した。

　(11)　その後，Ａ１寺本堂において，Ｉが責任役員として，Ｋが責任役員代務者

- 5 -



として出席し，責任役員会（以下「本件責任役員会｣という。）が開催され，Ｄを

代表役員とすることが議決された。

　そして，同日付けで被上告人が上告人の代表役員から解任された旨の登記と，Ｄ

が上告人の代表役員に就任した旨の登記がされた。

　(12)　上告人の代表役員及び責任役員は，いずれも檀信徒総会において選定され

る必要があり，責任役員代務者は，檀信徒総会において選定された代表役員又は代

表役員代務者によって任命される必要があるが，本件檀信徒総会より前には，上告

人において檀信徒総会が開催されたことはない。したがって，被上告人は，檀信徒

総会において代表役員に選定されたことはなく，代表役員であることについて檀信

徒総会の黙示の承認又は追認を受けたこともない。また，Ｉ及びＫも，上告人の檀

信徒ではあったが，責任役員に選定されたことや，責任役員代務者に任命されたこ

とはない。

　なお，本件規則には，檀信徒総会の招集権者についての規定はない。

 

２　本件は，被上告人が上告人に対し，①　本件檀信徒総会における被上告人を責

任役員及び代表役員から解任する旨の決議（以下「本件檀信徒総会解任決議」とい

う。）並びにＤを責任役員及び代表役員に選任する旨の決議（以下「本件檀信徒総

会選任決議」といい，本件檀信徒総会解任決議と併せて「本件檀信徒総会各決議」

という。）の不存在確認請求（以下 ｢①の請求｣

という。），②　本件責任役員会におけるＤを責任役員及び代表役員に選任する旨

の決議（以下「本件責任役員会選任決議」という。）の不存在確認請求（以下

｢②の請求｣

という。），③　被上告人が上告人の代表役員であることの確認請求（以下「③の

請求」という。）をする事案である。
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　①，②の請求の争点は，ア　同請求に係る訴えについての確認の利益の有無，イ

　本件檀信徒総会各決議の効力の有無，ウ　本件責任役員会選任決議の効力の有無

であり，被上告人は，イの争点について，本件檀信徒総会各決議には，(ｱ)　檀信

徒総会の招集権限は，代表役員の事務総理権に基づき，代表役員にあるところ，本

件檀信徒総会は代表役員である被上告人が招集したものではない，(ｲ)　本件招集

通知は，本件檀信徒総会の開催された平成１０年８月１０日を過ぎてから被上告人

に到達した，(ｳ)　上告人の檀信徒は，甲１６号証の檀信徒名簿記載の１６９名で

あるが，本件檀信徒名簿に記載された７３名以外の檀信徒に対しては本件招集通知

が発送されていない，(ｴ)　Ｉは，被上告人招集集会で解任されたから，本件檀信

徒総会に責任役員として関与できないのに，責任役員として関与したという重大な

瑕疵があるから，本件檀信徒総会各決議は不存在である旨主張している。

　③の請求の争点は，被上告人が檀信徒総会において代表役員に選任されたか否か

，選任されていないとしても，檀信徒総会において代表役員であることについて黙

示の承認又は追認を受けたか否かである。　　　 

　なお，前記事実関係によれば，本件檀信徒総会選任決議は，Ｄを責任役員及び代

表役員に｢選定｣するというものであったことが明らかであり，①の請求のうち，本

件檀信徒総会選任決議の不存在確認を求める部分の｢選任｣という表現は，｢選定｣を

含む趣旨と解される。そこで，以下，｢選任｣という表現は，原則として，最終的に

責任役員や代表役員に任命される趣旨で用いるが，上記 ｢選定｣

の趣旨で用いる場合もある。

 

３　原審は，前記事実関係の下において，③の請求については，被上告人が檀信徒

総会において上告人の代表役員に選任されたと認めることはできないし，被上告人

を上告人の代表役員に選任する旨の檀信徒総会における黙示の承認又は追認があっ
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たと認めることもできないので，これを棄却すべきものとした（被上告人は，この

判断について，上告及び上告受理申立てをしたが，法定の期間内に上告理由書及び

上告受理申立て理由書を提出しなかったので，原審でいずれも却下された。）が，

①及び②の請求については，次のとおり判断し，これを認容すべきものとした。

　(1)  ①及び②の請求に係る訴えについての確認の利益について

　本件檀信徒総会各決議及び本件責任役員会選任決議の効力を確定することは，こ

れにより連鎖的に生ずる種々の紛争を抜本的に解決するため適切かつ必要な手段で

あるということができるから，①及び②の請求に係る訴えは，いずれも確認の利益

がある。

　上告人は，被上告人は，解任の前提となる上告人の代表役員たる地位に１度も就

任したことがなく，一檀信徒たる地位に基づいて，Ｄが上告人の代表役員たる地位

にないことの確認を求めれば足りるから，本件檀信徒総会各決議や本件責任役員会

選任決議の不存在確認を求める訴えの確認の利益は認められない旨主張するが，①

　昭和６１年１２月２４日，同月１日付けで被上告人が上告人の代表役員に就任し

た旨の登記がされていること，②　平成１０年８月１０日，本件檀信徒総会が開催

され，被上告人を責任役員及び代表役員から解任すること並びにＤを責任役員及び

代表役員に選任することが可決承認され，同日，本件責任役員会が開催され，Ｄを

代表役員とすることが議決されたとして，同日付けで被上告人が上告人の代表役員

から解任された旨の登記がされるとともに，同日付けでＤが上告人の代表役員に就

任した旨の登記がされていることにかんがみると，本件檀信徒総会各決議及び本件

責任役員会選任決議の効力に疑義が存する以上，上記各決議に基づく役員の地位に

ついて争いを生じ，ひいては，その後に役員のした業務執行行為及び代表行為の効

力等の派生する法律関係について連鎖的に種々の紛争が生じ得ることは不可避的な

ものであると認められる。このような場合には，基本となる決議自体の効力を確定

- 8 -



することが，紛争の抜本的解決のために適切かつ必要な手段であるというべきであ

るから，仮に被上告人が上告人の代表役員たる地位に１度も就任したことがないと

しても，そのことから直ちに，上記各決議の効力を争う訴えについて，確認の利益

を欠くということはできない。

　(2)　本件檀信徒総会各決議の効力について

　本件規則には，檀信徒総会の招集権者についての規定はないところ，通常は，代

表役員がその事務総理権に基づき招集権者となると解されるが，代表役員の解任及

びその後任者の選任については，代表役員と利益が相反する事項であるから，これ

を議題とする檀信徒総会については，代表役員は招集権を有しないと解すべきであ

る。

　そして，本件規則１５条によると，代表役員と利益が相反する事項については仮

代表役員の選定が必要であるが，仮代表役員を選定するためにも檀信徒総会の開催

が必要とされているのであり，これを仮代表役員が招集することはできず，また，

法１８条４項は，「責任役員は，規則で定めるところにより，宗教法人の事務を決

定する。」と規定し，法１９条は，「規則に別段の定がなければ，宗教法人の事務

は，責任役員の定数の過半数で決し，その責任役員の議決権は，各々平等とする。」

と規定しているところ，法１９条にいう「別段の定」は本件規則に置かれていない

から，仮代表役員を選定するための檀信徒総会の招集については，責任役員が招集

できると解される。

　しかし，本件檀信徒総会は，責任役員ではないＩが責任役員として，責任役員代

務者ではないＫが責任役員代務者として招集行為を行ったものであるから，招集手

続に重大な瑕疵があるといわざるを得ない。よって，このような招集行為により開

催された本件檀信徒総会の決議である本件檀信徒総会各決議はいずれも不存在とい

うべきである。
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　なお，上告人は，「仮にＩが責任役員ではなく，Ｋが責任役員代務者ではないと

しても，代表役員が不存在で，後任の責任役員が選任されるまで，唯一責任役員と

しての権利義務を有していたＦが責任役員としての権利義務を行使しないことを表

明していたのであるから，檀信徒総会を招集するためには，檀信徒有志がこれに当

たるしかなかった。したがって，檀信徒たるＩらがした本件檀信徒総会の招集は有

効であり，仮に本件檀信徒総会の招集手続に瑕疵があったとしても，重大な瑕疵と

はいえない。」旨主張し，証人Ｊは，第１審において，「Ｆは，平成７年ころ，上

告人の住職の地位に就きたくない旨言った。」との証言をし，Ｄも，第１審におけ

る尋問において，同趣旨の供述をしているけれども，上記証言部分及び供述部分を

もってしても，Ｆが責任役員としての権利義務を行使しないことを表明していたと

認めることは困難であり，本件檀信徒総会の招集は，招集手続に重大な瑕疵がある

といわざるを得ない。

　(3)　本件責任役員会選任決議の効力について

　本件責任役員会は，Ｉ及びＫによって構成されているが，本件責任役員会当時，

Ｉは責任役員でなく，Ｋは責任役員代務者ではなかったので，その決議は不存在と

いうほかない。

　４　しかしながら，原審の上記３(1)ないし(3)の判断は，(1)のうち，本件檀信

徒総会選任決議の不存在確認請求に係る訴えについて確認の利益を認めた部分は結

論において是認することができるが，その余は是認することができない。その理由

は，次のとおりである。

  (1)　①及び②の請求に係る訴えについての確認の利益について

　ア　①の請求のうち，本件檀信徒総会解任決議の不存在確認請求に係る訴えにつ

いて

　確認の利益は，判決をもって法律関係の存否を確定することが，その法律関係に
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関する法律上の紛争を解決し，当事者の法律上の地位ないし利益が害される危険を

除去するために必要かつ適切である場合に認められるものである（最高裁昭和４４

年（オ）第７１９号同４７年１１月９日第一小法廷判決・民集２６巻９号１５１３

頁，最高裁平成１４年（受）第１２４４号同１６年１２月２４日第二小法廷判決・

裁判集民事２１５号１０８１頁参照）。

　前記事実関係によれば，本件規則には，責任役員も代表役員も檀信徒総会で選定

される旨定められている（７条１項，２項）ところ，本件檀信徒総会より前には檀

信徒総会が開催されたことはないというのであるから，本件檀信徒総会の際，被上

告人が責任役員でも代表役員でもなかったことは明らかであり，被上告人を責任役

員及び代表役員から解任する旨の決議によって被上告人の法律上の地位ないし利益

が害される危険があるとは認められない。したがって，①の請求のうち，本件檀信

徒総会解任決議の不存在確認請求に係る訴えについては，確認の利益を認めること

ができず，同訴えは却下を免れない。

　以上と異なる見解に立って，同訴えについて確認の利益を認めた原審の判断には

，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。同訴えについての確認の

利益に関する論旨は，上記の趣旨をいうものとして理由があり，原判決中，本件檀

信徒総会解任決議の不存在確認請求を認容すべきものとした部分は破棄を免れない。

　イ　①の請求のうち，本件檀信徒総会選任決議の不存在確認請求に係る訴えにつ

いて

　上記のとおり，上告人においては，本件規則により，檀信徒総会に責任役員及び

代表役員を選定する権限が与えられているので，檀信徒総会は，宗教法人である上

告人の意思決定機関と認められる。

　法人の意思決定機関である会議体の決議の効力に関する疑義が前提となって，決

議から派生した法律関係につき現に紛争が存在するときは，決議の存否を判決をも
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って確定することが，当事者の法律上の地位ないし利益が害される危険を除去する

ために必要かつ適切である場合があり得る（前掲最高裁昭和４７年１１月９日第一

小法廷判決及び最高裁平成１６年１２月２４日第二小法廷判決参照）。

　宗教法人の代表役員は，宗教法人を代表し，その事務を総理する権限を有し（法

１８条３項），責任役員は，規則で定めるところにより，宗教法人の事務を決定す

る権限を有する（同条４項）。そして，前記事実関係によれば，被上告人は，上告

人の檀信徒であり，責任役員及び代表役員を選定する権限を有する檀信徒総会の構

成員であるから，責任役員や代表役員の行為によってその地位ないし利益が害され

る危険があり，責任役員及び代表役員が適正に選定されることについて法律上の利

益を有するものと認められる。被上告人と上告人との間には，現在，Ｄが上告人の

責任役員及び代表役員であることについて争いがあるが，その争いは，本件檀信徒

総会選任決議に対する疑義から派生しているものであるから，同決議の存否を確定

することが被上告人の檀信徒としての地位ないし利益が害される危険を除去するた

めに必要かつ適切であるというべきである。したがって，①の請求のうち，本件檀

信徒総会選任決議の不存在確認請求に係る訴えについては，確認の利益を認めるこ

とができる。�

　よって，同訴えについて確認の利益を認めた原審の判断は，結論において是認す

ることができ，同訴えについての確認の利益に関する論旨は理由がない。

　ウ　②の請求に係る訴えについて

　前記事実関係によれば，本件規則７条１項には，｢代表役員は徳識兼備の教師で

あるものとし，檀信徒中より檀信徒総会で選定し，責任役員の議決をもって定める。

｣と定められており，代表役員の選任には檀信徒総会による選定のほかに責任役員

の議決が必要とされていることが明らかである。

　しかし，更に前記事実関係によれば，①　上告人の設立登記がされた昭和３７年
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７月２５日当時の上告人の責任役員は，代表役員であるＥ，その子であるＦ及び妻

であるＧであったところ，Ｅは，平成元年に死亡し，その後，上告人は，代表役員

を欠いた状態となり，Ｅの後妻であるＨを中心に檀信徒により運営されるようにな

ったこと，②　Ｆは，檀信徒から必ずしも十分な信頼を得ていたとはいえなかった

こともあり，代表役員にならなかったこと，③　Ｈは，平成７年前後ころ，病気で

入院し，その後，被上告人が，上告人の住職（代表役員）と称するようになり，平

成８年には，Ｉと共に，Ａ１寺本堂に居住していたＦにＡ１寺からの退去を求める

法的手続を長野弁護士に依頼し，その結果，大阪市ａ区所在の上告人名義の建物が

Ｆの所有であることを確認し，同人への所有権移転登記をする代わりに，ＦはＡ１

寺を上告人に明け渡すことになったこと，④　Ｆの妻であるＪは，同年１２月，上

告人の預金通帳をＩに渡し，以後，同人が上告人の会計を担当することになったこ

と，⑤　上告人の代表役員及び責任役員は，いずれも檀信徒総会において選定され

る必要があり，責任役員代務者は，檀信徒総会において選定された代表役員又は代

表役員代務者によって任命される必要があるが，本件檀信徒総会より前には，上告

人において檀信徒総会が開催されたことはなく，本件檀信徒総会及び本件責任役員

会当時，上告人は代表役員を欠いている状態にあり，Ｉは責任役員ではなく，Ｋも

責任役員代務者ではなかったので，責任役員として事務を執行することができたの

はＦだけであったこと，以上の事実も明らかである。なお，原審の確定した事実か

らは，Ｆと共に上告人の責任役員であったＧ（Ｅの前妻）の生死は不明であるが，

前記事実関係によれば，少なくともＥの死亡後は，Ｇは責任役員として事務を執行

する立場になかったものと考えるのが相当である。

　法１８条１項は，｢宗教法人には，３人以上の責任役員を置き，そのうち１人を

代表役員とする。｣と規定しており，責任役員及び代表役員を宗教法人の必要的な

機関としているので，責任役員や代表役員が欠けた場合には，速やかに後任者を選
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任する必要がある（法８１条１項４号は，１年以上にわたって代表役員及びその代

務者を欠いていることを裁判所による解散命令の発令事由としている。）。

　前記事実関係によれば，上告人においては，本件規則によって，責任役員も代表

役員も檀信徒総会で選定される旨定められているところ，同規則には，檀信徒総会

の招集権者についての規定はないというのであるから，責任役員が欠けた場合は，

上告人の事務を総理する権限を有する代表役員が，代表役員が欠けた場合（代表役

員と共に責任役員が欠けた場合を含む。）は，上告人の事務を決定する権限を有す

る責任役員が，後任者選定のための檀信徒総会を招集する権限を有するとともに，

速やかにその権限を行使すべき義務を有するものと解すべきである。

　ところが，前記事実関係によれば，上告人は，平成元年にＥが死亡してから，代

表役員も責任役員も欠いている状態にあり，被上告人が住職（代表役員）を，Ｉが

責任役員を，Ｋが責任役員代務者を，それぞれ称するようになったのに，責任役員

として責任役員及び代表役員の後任者を選定するための檀信徒総会（以下「役員選

定のための檀信徒総会」という。）を招集する権限と義務を有していたＦは，これ

を行使することなく放置したばかりか，平成８年には，Ａ１寺を上告人（実質的に

は被上告人とＩ）に明け渡すこととし，Ｆの妻であるＪは，上告人の預金通帳をＩ

に渡し，以後，同人が上告人の会計を担当するようになったというのであるから，

遅くとも，本件檀信徒総会が開催された平成１０年当時には，Ｆが責任役員として

その事務を執行することは期待できない状態にあり，したがって，本件規則７条１

項に定める前記｢責任役員の議決｣の要件は，これを満たすことができない状態にあ

ったというべきである。

　本件規則が，責任役員及び代表役員を選定する権限を檀信徒総会に与えた趣旨は

，上告人の運営に檀信徒の意思を直接反映させようとしたものと解され，したがっ

て，役員選定のための檀信徒総会の決議は最大限尊重されなければならないから，
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前記｢責任役員の議決｣の要件を満たすことができない状態にある場合には，檀信徒

総会が責任役員や代表役員を選定すれば，それが最終的な選任になると解するのが

相当である。

　そうすると，Ｄが上告人の責任役員及び代表役員に選任されたか否かは，本件檀

信徒総会選任決議の効力の有無によって決することになるので，その後の本件責任

役員会選任決議は意味のないものであり，これによって被上告人の法律上の地位な

いし利益が害される危険があるとは認められない。なお，前記事実関係によれば，

責任役員の選任については，もともと責任役員の議決は必要とされておらず，檀信

徒総会で選定し，代表役員が任命するものとされていることが明らかである（本件

規則７条２項）。したがって，②の請求に係る訴えについては，確認の利益を認め

ることができず，同訴えは却下を免れない。

　以上と異なる見解に立って，同訴えについて確認の利益を認めた原審の判断には

，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。同訴えについての確認の

利益に関する論旨は，上記の趣旨をいうものとして理由があり，原判決中，②の請

求を認容すべきものとした部分は破棄を免れない。

　(2)　本件檀信徒総会選任決議の効力について

　ア　本件檀信徒総会の招集権者について

　前記のとおり，本件檀信徒総会が開催された平成１０年当時，上告人は代表役員

も責任役員も欠いており，檀信徒総会において責任役員及び代表役員を選定しなけ

ればならない状態にあったが，ただ１人責任役員として役員選定のための檀信徒総

会を招集することのできたＦは，責任役員としての事務を執行することを期待でき

ない状態にあったというべきであるから，責任役員及び代表役員を宗教法人の必要

的な機関としている法の趣旨及び上告人の運営に檀信徒の意思を直接反映させよう

として責任役員及び代表役員を選定する権限を檀信徒総会に与えた本件規則の趣旨
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にかんがみ，上告人の檀信徒であり，責任役員又は責任役員代務者と称して上告人

の運営にかかわってきたＩ及びＫが役員選定のための檀信徒総会を招集することも

許されると解するのが相当であり，Ｆが責任役員としての権利義務を行使しないこ

とを表明していないからといって，同招集行為の効力が否定されることはないとい

うべきである。�

　以上と異なる見解に立って，本件檀信徒総会は，責任役員又は責任役員代務者で

はないＩ及びＫが招集したものであるから，招集手続に重大な瑕疵があるとして，

①の請求のうち，本件檀信徒総会選任決議の不存在確認請求を認容すべきものとし

た原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。本件檀

信徒総会の招集権者に関する論旨は，上記の趣旨をいうものとして理由があり，原

判決中，本件檀信徒総会選任決議の不存在確認請求を認容すべきものとした部分は

破棄を免れない。

　イ　ア以外の争点について

　前記事実関係によれば，被上告人は長期にわたって上告人の代表役員として行動

しており，被上告人招集集会を開いて檀信徒を集めるなど，檀信徒に対して影響力

を有していたことが明らかであるから，被上告人が本件檀信徒総会に出席して意見

を述べれば，本件檀信徒総会選任決議に影響が生じた可能性を否定することができ

ず，仮に本件招集手続に瑕疵があり，そのため被上告人が本件檀信徒総会に出席す

る機会を奪われたとすれば，本件檀信徒総会選任決議の効力が否定される可能性が

ある。

　したがって，上記の点等について，原審において更に審理を尽くさせる必要があ

る。

　５　以上のとおりであるから，原判決中，上告人の敗訴部分を破棄し，第１審判

決のうち本件檀信　徒総会解任決議の不存在確認請求を認容した部分及び本件責任
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役員会選任決議の不存在確認請求を認容した部分をいずれも取り消し，上記各部分

に係る訴えをいずれも却下することとし，本件檀信徒総会選任決議の不存在確認請

求に係る部分につき，更に審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととす

る。

　よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官　上田豊三　裁判官　濱田邦夫　裁判官　藤田宙靖　裁判官　堀籠

幸男)
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